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会 議 名 議会改革特別委員会 

開閉日時 平成 29 年８月９日（水） 午前 10 時 00 分～午前 10 時 24 分          

会  場 高浜市議場 

 

１．出席者 

２番 神谷利盛、 ４番 浅岡保夫、 ５番 長谷川広昌、 

６番 黒川美克、 ８番 幸前信雄、 11 番 神谷直子、 

12 番 内藤とし子、16 番 小野田由紀子 

オブザーバー 議長（９番）杉浦辰夫、副議長（７番）柴田耕一 

 

２．欠席者 

   なし 

 

３．傍聴者 

   １番 杉浦康憲、３番 柳沢英希、10 番 杉浦敏和、13 番 北川広人、 

   14 番 鈴木勝彦 

 

４．説明のため出席した者 

   なし  

 

５．職務のため出席した者 

   議会事務局長、書記１名 

 

６．付議事項 

 （１） 議会のＩＣＴ化の取り組みについて 

① 前回委員会報告事項に対する各会派からの意見について 

 （２） 議会の災害対応マニュアルについて 

   ① 前回委員会報告事項に対する各会派からの意見について 
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② 高浜市議会業務継続計画（ＢＣＰ）素案について 

 （３） その他 

 

７．会議経過 

 

委員長挨拶 

 

委員長 ただいまの出席委員は、全員であります。よって本委員会は成立いた

しましたので、これより議会改革特別委員会を開会いたします。 

次に、本委員会記録の署名委員の指名についてであります。本件については、

委員長から御指名申し上げて御異議ございませんか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議なしと認め、副委員長の神谷直子委員を指名いたします。 

本日の案件は、お手元に配付されております付議事項のとおりです。 

 

 

≪議 題≫ 

（１）議会のＩＣＴ化の取り組みについて 

  ① 前回委員会報告事項に対する各会派からの意見について 

委員長 ４月 25 日開催の第 10 回特別委員会において、各会派から提出された

提案について資料を配付させていただき、各会派において、あらかじめ意見を

取りまとめておくようお願いしてありますので、各会派から御意見をお伺いし

たいと思います。 

 まず市政クラブさん、神谷利盛委員。 

意（２） 市政クラブとしての意見を申し上げます。２つの意見があります。 

１つは、できるところから基本的にやっていこうという意見。 
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もう１つは、できるところからやるということについては、到達点がはっき

りしないので、既存のパッケージソフトというのがあります。例えば、それは

安城市議会だとか、それから大津市議会で使われているパッケージソフトをそ

のまま使って、できるところからそこをやっていこうと、いうことを提案して

います。 

基本的には、その２つの意見がまとまりませんでした。 

それとその次に、基本的にやるという方向性については一致をみているんで

すが、それの費用をどのような形で捻出するのかということについては、まだ

検討していると、そういう状態であります。市政クラブとしては以上です。 

委員長 次に共産党さん、内藤とし子委員。 

意（12） 共産党としても、今、言われたような意見ですね。 

ただ、費用については、市のほうでやはり、きちんとみていただくというこ

とがいいと思います。以上です。 

委員長 次に市民クラブさん、黒川美克委員。 

意（６） お手元のほうに、意見ということで出させていただいておりますけ

れども、公明党さんと市民クラブと合同で修正箇所を２箇所ばかり書かせてい

ただきましたけれども、対応意見としては原案どおりとするということでなっ

ておりますので、皆さん方が言われていること。 

その他の意見として公明党と市民クラブでは、タブレットは政務活動費が使

えるようにしてほしいだとか、リース方式を検討してほしいだとかいうことを

書いてありますけれども、ぜひ、その辺のところは再度、意見交換をお願いし

たいと思います。 

委員長 次に開拓志さん、長谷川広昌委員。 

意（５） 基本的に、積極的に進めていくということでいいと思います。タブ

レットについては、ここにも修正後の意見ということで、貸与とするというふ

うになっていますが、貸与方式でよいのかなと思っております。以上です。 

委員長 次に高志クラブさん、幸前信雄委員。 

意（８） 私のほうは、基本的にずっと話の流れを見ているんですけれども、
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こういうＩＣＴなんて、タブレットなんて手段の話ですよね。目的が明確じゃ

ないから、こんな議論がいつまでも続く話になるんで、目的を明快にすればど

うするかということは、おのずと結果は出てくると思います。 

それと、費用の話についてもこのまま進めるんであれば、やっぱりこう税を

使うということを考えると、自腹でやるべきだと思います。そこまでの覚悟を

持ってやるんなら、やるべきだと思います。それを誰かのお金を使って、無責

任もいいところというふうに感じるんで。であれば、やっぱり自分たちの費用

でやるべきだと思います。以上です。 

意（16） 皆さんから御意見をいただきましたので、最後に公明党でございま

すけれども、ＩＣＴ化に関しましては費用対効果という面で、大きな予算が必

要になりますので、財源が確保できる時期に合わせて進めていかなければなら

ないと思っております。 

 先回もお話しましたけれども、大津市議会でもタブレット端末を導入して幅

広く活用し、ペーパーレス化や議会運営の効率化、議員への情報伝達のスピー

ド化などメリットがあるということでしたので、なるべく早く早期に活用でき

るようになればと思います。タブレットは議員個人が所持するものとしており

ますので、政務活動費を使えればなというふうに思いますし、また、リース方

式も検討するということでお願いしたいと思っております。 

委員長 ただいま、御意見をお伺いしましたけれども、意見の一致する面もあ

りますけれども、なかなか全体の意見がまとまっておりませんので、次回の委

員会で再度、御意見をお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

意（８） もともとペーパーレスというお話が出てくるんであれば、逆に自分

も思うんですけれども、紙をもらったって、これ見るだけですよね。紙を何か

活用するわけでもなんでもないんで。これ二次活用できないんで、紙をやめて

いただいて、データでいただくようなことをまずやらせていただきたい。議案

とかその辺は議場に持ち込めないので、これは無理だと思いますけれども、参

考資料だとかそういうものについては、必要であれば個人で出していただけれ

ばいいんで。私は、紙はいらないというふうに思っているんで、そこからまず
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やっていくべきじゃないかなと。 

そのステップを踏んでから、次にどういう形で活用していくという話は、こ

れは見えてこないと、なかなか人間というのは、そのステップの段階にいかな

いと次のステップが見えてこないんで。これはステップを追いながらやらない

と、何を求めているかというのは、はっきり見えてこないと思いますんで。そ

ういう方法はどうですかね。 

意（２） 今の意見に賛成です。２年間、私が初めに提案させていただいたの

は、２年前の９月です。２年たっても全然進行しないなら、これから、さらに

いくらしても進行できるとは思えません。 

できれば今、幸前委員がおっしゃったように、ちゃんとペーパーレスという

ところで絞って、こういった関係の資料についてはメールで送っていただくな

り、どこかのサーバーにデータを保管しておいて、ほしい人が取りいくなりと

いう仕組みのほうが即刻できる話だと思いますので、その意見に賛成です。 

委員長 ただいま、８番委員と２番委員から同じような御意見を伺いましたけ

れども、全体の意見がなかなか一致しない状況でありますので、できましたら

事務局のほうへ今月中に、それぞれの会派の意見をまとめていただきまして提

出していただきたいと思いますけれども、いかがいたしましょうか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 よろしいですか。では、今月中ということで、よろしくお願いいたし

ます。 

 

 

（２）議会の災害対応マニュアルについて 

  ① 前回委員会報告事項に対する各会派からの意見について 

委員長 この件につきましても、４月 25 日開催の第 10 回特別委員会において

各会派から提出された提案について、資料を配付させていただき、各会派にお
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いて、あらかじめ意見を取りまとめておくようお願いしてありますので、各会

派から御意見をお伺いしたいと思います。 

 まず市政クラブさん、神谷利盛委員。 

意（２） ここの特別委員会、資料に記載されていますように、市政クラブと

しましては、大津市議会のＢＣＰを見学させていただいて、大変きちんとされ

た資料をつくられていますので、きちんと許可をいただいた上で、それを高浜

市向けにモディファイした形で採用していくというのが一番近道であり、内容

の充実したものになるんじゃないかと思います。 

特にこういったマニュアルをつくるということももちろん重要なんでしょ

うけれども、その先の運用マニュアル、詳細などを打ち込んだそのマニュアル

をつくるというのが、もっと重要なことだと思います。ただそれが、ものすご

く時間がかかる話だと思いますけれども、そこにお手本になるものが現実に存

在するんであるならば、きちんと仁義を切った上で、それを参考にさせていた

だいて、利用してつくるというのが最も早く、また、確実にできる方法じゃな

いかなと思います。以上です。 

委員長 次に共産党さん、内藤とし子委員。 

問（12） ここの修正意見の中に出ている、幹事会というのがあるんですが、

ちょっとうっかりしていたんですけれども、幹事会というのは、どういう方た

ち。高浜の幹事会、高浜市議会の幹事会というのは、どういう方たちになるん

でしょうか。 

答（事務局） 大規模災害発生時対応要領（案）の、第６条のところをごらん

をいただきますと幹事会ということで、支援本部に幹事会を置くということで、

幹事会は、本部長、副本部長及び会派の代表者で構成するということで、あく

までも議会の中に設置をする支援本部会議の下部組織として幹事会が位置づけ

られておるということで、御理解をお願いしたいと思います。 

委員長 ということでございますけれども、内藤とし子委員、よろしいでしょ

うか。 

問（12） わかりました。 



 8 

この番号４の支援本部の構成、これ修正になっていますが、本部長及び副本

部長に事故があるときは、年長の議員が本部長の職務を代理するとなっている

のを、総務建設委員長に修正してはどうかという提案があるんですが、これは、

修正するということになるということでいいんでしょうか。 

答（事務局） それを、皆様方から御意見をちょうだいしようということです。 

意（12） はい、それでいいと思います。 

委員長 次に市民クラブさん、黒川美克議員。 

意（６） 今、お手元のほうに各会派の意見ということで、公明党さんと市民

クラブで、合同で４点ばかり出させていただいておりますけれども、対応意見

としては、１と２については修正する。３については原案どおり。それから、

４については修正するということで、お願いをしたいと思います。 

委員長 次に開拓志さん、長谷川広昌委員。 

意（５） ここに書いてある対応意見でいいと思います。先ほど、市政クラブ

さんがおっしゃった感じで、進めていくような感じでいいと思います。 

委員長 次に高志クラブさん、幸前信雄委員。 

意（８） 私のほうも、この原案でやっていけばいいかなというふうに思いま

す。基本的には災害が起こったときに、大津でも言っていましたけれども、議

員が取り得る活動のやり方として何が問題になるかと言うと、個人で動き出す。

これをやらせちゃうと、災害対策本部が混乱しちゃうんで、これを止めるよう

なことが大事だと思っています。 

それと、行政当局にしても、行政側の立場で考えると、市民の方の生命と財

産を守る。やっぱり、生命を守るのも第一にありますんで、そういう動きをし

ているんであれば特に、あまり変な動きをすると、今度逆に一般の方、市民の

目線っていうのもありますから、そこは抑止力になって、そういう活動をされ

るのかなというふうに思っていますんで、議会としては、これをベースにブレ

イクダウンしながら、最後はやってみて、悪ければ直していけばいいというふ

うに基本的に思っていますので、この原案で、そのままやっていただければい

いと思います。以上です。 
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意（16） 最後に公明党でございますけれども、修正案、出させていただきま

したけれども、最終的にはいろいろ検討させていただきました結果、原案どお

りで、時期がきて修正しなければいけないときがきましたら、その都度、修正

を行っていくということでよろしいかと思います。それで、市政クラブさんの

ほうから提案として出されておりますけれども、これについても賛成をさせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員長 以上のようなことから再度、御意見のある方、ございましたらお願い

します。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 それぞれの会派から、御意見をいただきましたけれども、まだまだ意

見がまとまらない部分がございますので、そのことに関しましては今月中にま

た、御意見なりいただけたらと思います。事務局のほうへ、今月中に御意見を

いただきたいと思います。それでよろしいでしょうか。 

意（８） １点、確認させてほしいんですけれども、今のＢＣＰの関係につい

ては、大きな異論はないと思っているんですよ。であれば、意見を出すのはい

いんですけれども、いつまでに施行するっていうことを決めてやっていかない

と、ずるずるいっちゃうんで。例えば 10 月末なら 10 月末で切って、そのタイ

ミングで出していく方向で検討されるようなことを考えていかないと。これ、

いつまでもこう議題に上がってきて、ああでもない、こうでもないと、こう議

論するよりは、やっぱり形をつくっていったほうが利口だと思いますので、そ

ういうことを検討いただけないでしょうか。 

委員長 今、幸前信雄委員から意見がございましたけれども、それぞれ、それ

に対しましての御意見をお伺いしたいと思いますが。 

意（２） 幸前委員の意見に賛成です。 

委員長 共産党、内藤とし子委員、いかがでしょうか。 

意（12） いいと思います。 
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委員長 市民クラブ、黒川美克委員。 

意（６） それで結構ですけれども、あと次に継続計画、ＢＣＰの素案が出て

きていますので、その辺のところも含めて今の幸前委員が言われた考え方で日

にちを、ケツを切ってやっていったほうがいいというふうに思います。 

委員長 開拓志、長谷川広昌委員。 

意（５） 期限を定めてしっかりとやっていったほうが、私もいいと思います。 

意（16） 公明党でございますけれども、皆さんの御意見に賛同させていただ

きたいと思います。 

委員長 それでは、期限を切るということでございますけれども、事務局のほ

うからよろしくお願いいたします。 

説（事務局） 災害対応要領の件につきましては、おおむね皆様方、原案どお

りで、あるいは一部修正案のとおりでいいんじゃないかという御意見なんです

が、事務局の考えといたしましては、本部長、副本部長の職務代理については、

開拓志さんのほうから出た総務建設委員長を充てるということが、防災の所管

でもあるということもございますので、そちらでいきたいなというふうに思っ

ております。 

そこのところがほぼ決まれば、対応要領（案）ついては、一応決まるという

ふうに考えておりますので、そういう形でいければというふうに思っておりま

す。そうすれば、基本的には対応要領（案）については、（案）が取れて、いつ

でも施行することができるということになると思います。 

これを踏まえまして、このあとＢＣＰのほうも合わせて、簡単ではございま

すけれども説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

委員長 今、局長が申し上げたとおりでございますので、そういうようにさせ

ていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 それでは。 
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  ② 高浜市議会業務継続計画（ＢＣＰ）素案について 

委員長 初めに、事務局より説明をお願いします。 

説（事務局） それでは、高浜市議会業務継続計画（ＢＣＰ）素案について、

御説明をいたします。 

お手元に配付してあります、計画書（案）をお願いいたします。前回の委員

会におきまして、市政クラブさんのほうから、大津市のＢＣＰを参考に高浜市

版ＢＣＰを作成してはどうか、との御意見をいただきましたので、事務局にお

きましてお手元の資料のとおり、素案のほうを取りまとめさせていただきまし

た。この素案は、大津市のものを参考とはしておりますが、これまで御議論を

いただきました、高浜市議会大規模災害時対応要領（案）を基本として、高浜

市基準で調整をいたしたものでございます。 

大津市に視察に行かれた委員の皆さんは、大津市のＢＣＰを既にごらんにな

ってみえると思いますが、参加されなかった委員の皆様にも、参考までに大津

市の資料を配付させていただいております。つきましては、大津市の計画と高

浜市の素案を比較していただき、誤字脱字を含め、何ページのこの部分につい

てこうしたほうがいい、こういう項目を追加してはどうか、あるいは、この部

分は高浜市には当てはまらないのではないか、などといった御意見をお願いを

したいと考えております。 

ただし、お願いをしておきたいのが、事務局の規模が大津市とは比較になり

ませんので、大津市はこういうことをやっておるけどと言っても、人員的に対

応が難しいという部分もございますので、そこを含めて御検討いただければと

いうふうに思います。 

各委員の皆様におかれましては、本日はこの素案をお持ち帰りいただきまし

て、お目通しの上、御意見がございましたら各会派ごとに、今月中に事務局ま

で、メールあるいは文書で提出をお願いしたいと思います。 

なお、28 ページのほうをごらんをいただきたいと思います。ここでは「第９ 



 12 

計画の体系図」ということで、市のＢＣＰに基づく発災後のタイムラインが掲

げてございますが、この部分につきましては現在、市のＢＣＰの見直し作業に

合わせて修正中でございますので、28 ページについては、御意見の対象外とい

うことでお願いをいたします。説明は以上でございます。 

委員長 この件につきましては、本日は説明のみにして、次回の特別委員会ま

でに、各会派から質問や御意見を提出をしていただき、次回の特別委員会にお

いて、内容について協議していきたいと思いますので、あらかじめ各会派内で

意見をまとめておいていただくよう、お願いいたします。 

 

 

（３）その他 

委員長 皆さんのほうで、何かあればお願いします。 

 

意 見 な し 

 

委員長 ないようですので、以上をもちまして議会改革特別委員会を終了いた

します。 

 

委員長挨拶 

 

終了 午前 10 時 24 分 

 

 

       議会改革特別委員会 委員長 

 

 

 

       議会改革特別委員会 副委員長 


